
第 ３ 部 

計   画 





第１章 基本目標等 

151

第１章 基本目標等 

◆◇◆ 第１ 基本目標 ◆◇◆ 

障害のない人々を前提とした社会システムにおいては、障害のある人々は社会活動に大きなハ

ンディキャップ（社会的不利）を負わざるを得ません。私たちはこれまでも、これらのハンディ

キャップを障害のある人のみの固有の問題としてとらえ、不屈の精神力と不断の努力で障害と闘

い、「ハンディを乗り越えて」「ハンディを克服して」きた人々を称賛してきました。しかし、

このように障害のある人々が人間らしく生きていくために大変な努力を必要とする社会が普通で

あると肯定してよいのでしょうか。 

障害者に関する世界行動計画では、ハンディキャップを障害のある人と、彼らをとりまく環境

との関わりとしてとらえ、市民が利用できる種々の社会システムにおいて、障害のある人が利用

を妨げられるような文化的、物理的又は社会的障壁に遭遇した時に生じるものとしています。「完

全参加と平等」という国際障害者年の目標を実現するためには、障害のある人のみを対象とした

リハビリテーションなどの施策だけでは十分ではなく、このような社会的な環境条件を、障害の

ある人を含めた全ての人々が利用できるように変革すべきであると強調しています。 

国連総会は2006年12月、障害のある人に対する差別を撤廃し、社会参加を促すことを目的とし

た障害者権利条約を全会一致で採択しました。この条約では、障害のある人に市民的・政治的権

利、教育、労働、雇用、社会保障の権利などを保障し、障害のある人が就職する際や教育を受け

る際に事業者や学校側に過度の負担にならない範囲での「合理的配慮」を義務付けています。わ

が国は、この条約締結に向けた国内法の整備に取り組み、平成26年１月に同条約を批准し、同年

２月から効力を発することとなりました。 

国際障害者年行動計画には、「ある社会が、その構成員のいくらかの人々を閉め出すような場

合、それは、弱くもろい社会である」と述べられています。これは、障害のある人を閉め出すよ

うな社会は、障害のない人にとっても住みにくい社会であることを意味しています。 

富山市障害者計画は、身体や精神の障害の有無にかかわらず、すべての人が社会の対等な構成

員として、人格を尊重され、自己選択と自己決定の下に社会のあらゆる活動に参加・参画すると

ともに、社会の一員としてその責任を分担するのが普通である社会、すなわち、「ノーマライゼー

ション社会」の実現をめざします。 
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◆◇◆ 第２ 計画策定・推進の基本的視点 ◆◇◆ 

すべての人が暮らしやすい社会、ノーマライゼーション社会を実現するために、次の７項目を

念頭において計画を策定し、推進します。 

１  市民参加によるノーマライゼーション社会の実現 

障害者施策の推進にあたっては、行政、とりわけ市民に最も身近な市が果たす役割は、今後

ますます大きくなります。しかし、真のノーマライゼーション社会は、行政のみで実現できる

ものではなく、関係団体、民間事業者、そして特に市民が障害のある人および障害のある人の

抱える課題を理解し、全員参加による取組みを行うことにより初めて実現が可能となります。

障害および障害のある人に対する理解を深めることにより、すべての人々の心の壁を取り除き、

市民の一人ひとりが障害のある人をとりまく問題を認識し、共に解決に向けて主体的に行動し

ていける社会をめざします。 

２  在宅生活・地域生活の重視 

障害のある人が住みなれた家庭や地域で安心して暮らし続けられるよう、日常の生活の自立

と社会参加を支援する在宅サービスの充実、就労・文化活動など暮らしを支え生活の質を高め

る日中活動の場の確保、住宅改造やグループホームの整備など生活の場の確保に努めます。さ

らに、施設入所者や精神障害長期入院患者等で退所（院）を希望する人の地域生活への移行を

支援します。 

３  障害の特性に応じた支援 

一口に障害のある人といっても、障害には多くの種類があります。障害の種類を大きく分け

れば、身体障害、知的障害、精神障害および難病患者等になりますが、身体障害には、視覚障

害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由および内部障害があり、

精神障害には発達障害が含まれ、これらを重複している障害のある人もいます。 
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障害のある人への支援にあたっては、上記のような区分を理解した上で、移動が困難な人、

文字の記入が困難な人、話すことが困難な人、トイレに不自由されている人など、それぞれの

生活機能を十分把握した上で取り組むことを基本とします。 

障害のある人のニーズを的確に把握し、障害の特性に応じた適切な支援を推進するとともに、

介護給付の対象となっていない生活機能の低下している人に対しても、その生活機能に応じた

支援に努めます。 

４  障害の重複化・重度化および障害のある人の高齢化への対応 

(1) 障害の重複化・重度化への対応

重度の身体障害と知的障害が重複した人、医学的な療養を必要とする障害のある人、強度

の行動障害のある人など、障害の重複化・重度化傾向がみられます。これらの人たちが基本

的人権をもつ一人の人間として生活ができるよう、その生活の質の向上に努めます。 

(2) 超高齢社会への対応

目標年度である平成32年には、本市は65歳以上人口比率が30.2％となる超高齢社会を迎え

ると推計しています。当然ながら、障害のある人全体に占める高齢者の割合は増大します。

高齢で障害のある人については、介護保険制度等の高齢者施策と連携を図りながら、生活の

質の向上をめざします。 

５  ライフステージに沿った総合的な施策の推進 

障害のある人に関する施策は、保健・医療、福祉、教育、労働、生活環境など広範な分野に

またがっています。したがって、その実施に際しては、関連機関の密接な連携を図るとともに、

障害のある人の一人ひとりのライフステージに対応した総合的な施策の推進と、個人の選択を

尊重した制度の確立を図ります。 
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６  すべての人にやさしい街づくり 

だれもが利用しやすい施設や道具をデザインするユニバーサルデザインの考え方のもとに、

障壁のない生活環境の整備を進め、すべての人が地域社会の一員であることを理解し、それぞ

れが支え合う、やさしさの実感できる街づくりを進めます。 

７  連携の強化と役割の明確化 

国、県、障害保健福祉圏域の市町村、サービス提供事業者、民間団体、市民等がそれぞれの

役割と責任を自覚し、相互に密接な連携を図りながら、一体となって障害者施策を推進します。 

◆◇◆ 第３ 計画の性格・範囲・計画期間 ◆◇◆ 

１  計画の性格 

(1) この計画は、障害者基本法第11条第３項に規定する市町村障害者計画です。 

(2) この計画は、保健・医療、福祉、教育など、障害のある人に直接対応する分野はもちろん

のこと、障害者雇用における民間企業、バリアフリーをめざす人々の共通理解をめざすもの

です。 

(3) この計画は、同時並行して策定する「富山市障害福祉計画」はもちろんのこと、総合計画

をはじめとした本市の関連計画や、国の「障害者基本計画」、富山県の「富山県障害者計画

（第３次）」など他機関の関連計画との整合を図りつつ策定し、推進します。 

２  計画の範囲 

(1) この計画の「障害のある人」は、身体に障害のある人、知的障害のある人および精神に障

害のある人に加え、生活する上で困難を抱えている発達障害のある人、高次脳機能障害のあ

る人、難病患者等も対象とします。さらに、ノーマライゼーション社会の実現のためにはす

べての市民の理解と協力が必要です。したがって、この計画は、全市民を対象とします。 
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(2) この計画の対象地域は富山市ですが、「富山県障害者計画（第３次）」で定められた富山

障害保健福祉圏域に属する市町村と連携しながら推進します。 

３  計画の期間 

この計画は、平成27年度から平成32年度の６年間を計画期間とします。なお、社会情勢の変

化や障害のある人のニーズに対応するため、必要に応じて見直しを行います。 

また、障害福祉サービス等にかかる事項については、障害者総合支援法に定められている障

害福祉計画として、平成18年度を初年度に３年ごとに策定しており、第４期障害福祉計画は、

平成27年度から平成29年度を計画期間としています。 

図３－１－１ 計画の期間
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◆◇◆ 第４ 障害保健福祉圏域 ◆◇◆ 

市町村障害者計画の策定に当たって、広域的な対応を必要とするものについては、障害保健福

祉圏域で調整することとされています。本市は、滑川市および中新川郡とともに構成する富山障

害保健福祉圏域に属しています。 

図３－１－２ 富山県の障害保健福祉圏域
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◆◇◆ 第５ 計画の体系 ◆◇◆ 

障害者問題の理解促進 

差別の解消 障害を理由とする差別の禁止 

福祉教育の推進

権利擁護システムの構築 
権利擁護の推進

市民参加・政治参加 

虐待の防止 

ボランティア意識の醸成
ボランティア活動

ボランティアの育成

総合的な相談体制の充実

相談・情報提供 情報提供の充実

意思疎通手段の確保

障害の予防と早期発見・早期治療の推進

保健・医療

健康管理・増進施策の充実

医療サービスの充実

リハビリテーションの充実

精神保健・医療施策の充実

在宅サービスの充実

生活の場の確保・充実

生活支援サービス 施設サービスの見直し

福祉用具等の利用促進

経済的支援

療育・幼児教育の充実

療育・教育 学校教育の充実

社会教育の充実

一般就労の拡大と支援
雇用・就労

福祉的就労の支援

スポーツ・レクリエーションの振興

スポーツ・レクリエ 
ーション、文化

文化活動への参加促進

公共施設の有効利用

公共交通機関の整備

すべての人にやさしい街
づくり 

みちの整備

建築物の整備

公園、水辺空間等オープンスペース
の整備

民間住宅への助成
住環境の整備

市営住宅の改善等

在宅の障害のある人に対する防災対策

防災・防犯対策 障害者施設における防災対策

防犯対策の推進

専門職の確保と養成

体制の整備と連携

自立と社会参加を促進
するために 

ノーマライゼーション
理念の普及のために 

生活の質の向上のた 
めに 
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するために 

推進基盤の整備


